
１．学位授与の方針等の策定と公表の状況

＜学位授与の方針＞

学位授与の方針を定めている大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

　平成２０年１２月の中央教育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」(以下「学士課程答申」と
いう。)では、大学に期待される取組として、大学全体や学部・学科等の学位授与の方針を定め、そ
れを学内外に対して積極的に公表することが求められている。
　平成２３年度においては、大学全体で学位授与の方針を定めていると回答したのは３１７大学（約
４２％）、学部段階で定めていると回答したのは５２４大学（約７１％）、研究科段階で定めていると回
答したのは４３１大学（約７０％）となっている。
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学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）：
　大学が学位を授与するにあたり、学生が大学教育を通じて修得すべき知識・能力等の到達目標
を定めたもの。
　各大学は、自らが定める人材養成の目的に沿って学位授与の方針を定め、公表することで、教
育課程を修めることにより、どのような知識・能力等が身につくことになるのかを明確に示すことが
求められる。
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＜教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）＞

教育課程編成・実施の方針を定めている大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

教育課程編成・実施の方針の公表状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注１)上記の数値はいずれも、大学全体で定めているものは含めていない。
(注２)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）：
　明確化された人材養成の目的や教育研究上の目的をもとに、各大学・学部等が、その達成に
向け、順次性のある体系的、構造的な教育課程を編成するにあたっての方針。
　この方針により提供される教育課程（カリキュラム）を修めることにより、学生は当該学問分野に
関する知識・能力を体系的に身に付けることが期待されている。

　平成２３年度において、「教育課程編成・実施の方針」を学部段階で定めていると回答したのは５３
７大学（約７３％）、研究科段階で定めていると回答したのは４３０大学（約７０％）となっている。
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＜入学者受入れの方針（アドミッション・ポリシー）＞

入学者受入れ方針を定めている大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

入学者受入れ方針の公表状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注１)上記の数値はいずれも、大学全体で定めているものは含めていない。
(注２)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

入学者受入れ方針（アドミッション・ポリシー）：
　各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、また、どのよ
うな能力や適性等を有する学生を求めているのかなどの考え方をまとめたものであり、入学者の
選抜方法や入試問題の出題内容等にはこの方針が反映されている。また、この方針は受験者が
自らにふさわしい大学を主体的に選択する際の参考ともなる。

　平成２３年度において、「入学者受入れの方針」を学部段階で定めていると回答したのは６２６大
学（約８５％）、研究科段階で定めていると回答したのは５１２大学（約８３％）となっている。
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２．教育内容の改善
＜カリキュラム編成上の具体的な取組＞

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

　学部段階におけるカリキュラム編成上の工夫等としての具体的な取組については、「履修モデルを
活用して学生への履修指導を実施している」大学が４０２大学（約５５％）、「教養教育と専門教育の
連携に関する検討の実施と検討結果の反映を行っている」大学が３４１大学(約４６％)となっている。
一方、「ナンバリングを実施している」大学は１１０大学(約１５％)に止まっている。
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＜キャリア教育の実施状況＞

①キャリア教育の実施状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。
(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２３年度において、学部段階でキャリア教育を実施している大学は７０１大学(約９５％)となって
いる。このうち、キャリア教育を教育課程内で実施している大学は６６５大学(約９０％)、教育課程外
で実施している大学は６４８大学(約８８％)となっている。
　また、教育課程内での具体的な取組については、「勤労観・職業観の育成」、「コミュニケーション能
力や課題発見・解決能力等の能力育成」、「今後の将来設計」を目的とした授業科目の開設や、イン
ターンシップを取り入れた授業科目の開設が多く見られる。
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②キャリア教育の具体的な内容

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。
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＜その他の教育内容の改善＞
①ボランティア活動を取り入れた授業科目の開講状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注１）学部以外の組織で開講されているものは除いた数値である。
(注２)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

 平成２３年度において、学部段階でボランティア活動を取り入れた授業科目を開講している大学は
３４４大学(約４７％)となっており、その具体的な活動内容については、「社会福祉に関する活動」や
「体育・スポーツ・文化に関する活動」が多く見られる。
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②知的財産に関する授業科目の開講状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注１）学部以外の組織で開講されているものは除いた数値である。
(注２)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２３年度において、知的財産に関する授業科目を開講している大学は、学部段階で３１５大学
(約４３％)、研究科段階で１７９大学(約２９％)となっている。
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３．教育方法の改善

＜セメスター制の採用状況＞

セメスター制の採用状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

セメスター制：　

　全ての授業科目（ゼミ等通年で行うことが通常想定されるものを除く）でセメスター制を導入してい
る学部を持つ大学は、平成２３年度現在、６１７大学（約８４％）である。

　１学年複数学期制の授業形態。通年制（ひとつの授業を１年間を通して実施）における前期・後
期の区分とは異なり、ひとつの授業を学期（セメスター）ごとに完結させる制度。
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＜履修単位の上限設定＞

履修単位の登録上限の設定状況

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　単位の過剰登録を防ぐため、１年間あるいは１学期間に履修登録できる単位の上限を設けている
（いわゆる「キャップ制」）大学は年々増加しており、平成２３年度現在、国公私立５６２大学（約７
６％）が履修科目登録の上限を設けている。
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＜専攻以外の分野を学修させるための配慮＞

主専攻・副専攻制を導入している大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　専攻分野以外の分野の授業科目を体系的に履修させる「主専攻・副専攻制」は、平成２３年度現
在、２０１大学（約２７％）が実施している。
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12



＜単位互換制度＞

①国内大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学

②国外大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学

(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２３年度において、国内大学等と交流協定(等)に基づく単位互換制度を実施している大学は６
１１大学（約８１％）となっており、国外大学等と交流協定に基づく単位互換制度を実施している大学
は、３６９大学(約４９％)となっている。
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＜高等学校での履修状況への配慮＞

①高等学校での履修状況への配慮

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

②配慮の内容

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。
(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　平成２３年度においては４９５大学（約６７％）が、専門高校出身者や帰国子女、高等学校で当該科
目を選択履修していない者等に対して、補習授業の実施や、既習組・未習組に分けた授業の実施
等、高等学校等での履修の状況に配慮した取組を実施している。
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＜初年次教育の取組状況＞

初年次教育を導入している大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。
初年次教育　：　

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。
(注)平成22年度実績調査は、東日本大震災の影響を考慮し、実施していない。

　初年次教育を実施する大学は、平成２３年度現在、６５１大学（約８８％）となっており、文章作法や
口頭発表の技法、学問や大学教育全般に対する動機付けのためのプログラムを開設する大学が多
い。

　高等学校から大学への円滑な移行を図り、大学での学問的・社会的な諸条件を成功させるべ
く、主として大学新入生を対象に作られた総合的教育プログラム。高等学校までに習得しておくべ
き基礎学力の補完を目的とする補習教育とは異なり、新入生に最初に提供されることが強く意識
されたもの。
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ム

論理的思考や問題発見・解決能力の向上のためのプログ

ラム

将来の職業生活や進路選択に対する動機付け・方向付け

のためのプログラム

社会の構成員としての自覚・責任感・倫理観育成のための

プログラム

メンタルヘルス等、精神的・肉体的健康の保持に関するプ
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学部段階における初年次教育の具体的内容 国立 公立 私立
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＜履修指導や学修支援制度等の取組状況＞

全学的な履修指導または学修支援制度の取組の実施状況

学修ポートフォリオ：

ラーニング・コモンズ：

　平成２３年度における全学的な履修指導または学修支援制度の取組の実施状況については以下
のとおりであり、オフィス・アワーの設定、学生の就職支援のためのセンター等の設置、TAの配置と
いった項目については、多くの大学が実施していると回答している。

　学生が、学修過程ならびに各種の学修成果（例えば、学修目標・学修計画表とチェックシート、課
題達成のために収集した資料や遂行状況、レポート、成績単位取得表等）を長期にわたって収集し
たもの。これらを必要に応じて系統的に選択し、学修過程を含めて達成度を評価し、次に取り組むべ
き課題をみつけてステップアップを図ることなどを目的としている。

　大学図書館等における、学生が学習のために集うことのできる共有スペース。グループ活動エリ
ア、プレゼンテーションエリア、ＰＣ利用エリア等、個人の自習環境に加え、グループワークにも適し
た学習環境を指す。
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補習教育を実施するためのセンター等の設置

初年次教育を実施するためのセンター等の設

置

学生の就職支援のためのセンター等の設置

学生のボランティア活動を支援するためのセン

ター等の設置

上記以外を目的とする履修指導や学修支援の

ためのセンター等の設置

全学的な履修指導または学修支援制度の取組 国立 公立 私立
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４．授業の質を高めるための具体的な取組状況

＜シラバスの作成状況＞

全ての授業科目でシラバスを作成している大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

シラバス：　

　平成２３年度現在、７１９大学（約９８％）が全ての授業科目でシラバスを作成している学部、５８９
大学（約９６％）が全ての授業科目でシラバスを作成している研究科を持っている。

　授業科目名、担当教員名、講義目的、講義概要、毎回の授業内容、成績評価方法、教科書や
参考文献、履修する上での必要な要件等を詳細に示した授業計画。

78

78

82

73

75

75

545

552

562

696

705

719

0 100 200 300 400 500 600 700

平成20年度

平成21年度

平成23年度

全ての授業科目でシラバスを作成している学部を持つ大学 国立 公立 私立

82 72 552 706

0 100 200 300 400 500 600 700

平成23年度

全ての授業科目でシラバスを作成し、統一している学部を持つ大学 国立 公立 私立

83

82

85

65

69

69

420

428

435

568

579

589

0 100 200 300 400 500 600

平成20年度

平成21年度

平成23年度

全ての授業科目でシラバスを作成している研究科を持つ大学 国立 公立 私立

85 66 420 571

0 100 200 300 400 500 600

平成23年度

全ての授業科目でシラバスを作成し、統一している研究科を持つ大学 国立 公立 私立

17



＜成績評価基準等の明示＞

成績評価基準等の明示の方法

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

　平成２３年度においては、全ての授業科目の成績評価基準をシラバスで明示した学部を持つ大学は
６７８大学(約９２％)であり、同様の研究科を持つ大学は５２０大学(約８５％)となっている。
　また、卒業認定の基準を学生便覧に明記している大学は学部段階で７１９大学(９８％)、研究科段階
で５６３大学(約９２％)となっている。
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＜GPA制度の活用＞

ＧＰＡ制度を導入している大学

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

(※)大学院大学２２大学（国立４大学、公立２大学、私立１６大学）は対象外。

　シラバス等で授業方法・計画とともに成績評価基準を明示した上で、厳格な成績評価を行うことが
求められているが、例えば、現在米国において一般に行われている成績評価方法である「ＧＰＡ制
度」は、平成２３年度現在、学部段階で４５３大学（約６１％）、研究科段階で１７７大学（約２９％）で
導入されている。ＧＰＡは主に学修指導や奨学金・授業料免除の基準として活用されており、進級判
定や卒業判定の基準、教員・授業科目間の成績評価基準の平準化への活用は少数である。
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GPA制度：　
　授業科目ごとの成績評価を、例えば５段階（Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ）で評価し、それぞれに対して、４、
３、２、１、０のように数値(グレード・ポイント：GP)を付与し、この単位あたりの平均(グレード・ポイン
ト・アベレージ：GPA)を出して、その一定水準を卒業等の要件とする制度。
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研究科段階におけるＧＰＡ制度の具体的運用方法 国立 公立 私立
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＜ファカルティ・ディベロップメント（教員の職能開発）の実施状況＞

①ファカルティ・ディベロップメントの実施状況
　各大学は、ファカルティ・ディベロップメント（教員の職能開発、ＦＤ）に取り組むことが法令により義
務づけられている。
　平成２３年度におけるＦＤ活動の具体的な内容は以下のとおりとなっており、講演会形式のＦＤは
広く行われる一方、ワークショップ形式のＦＤを実施する大学数は全体の約半分程度となっている。
教員相互による授業評価等を行う大学数は、あまり多くない。
　また、こうしたＦＤ活動を推進するための専門家の活用状況について見ると、外部の専門家を活用
するとの回答が多いが、学内の常勤の教職員を活用すると回答している大学も一定数見られる。
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外部の専門家を必要に応じて活用(研修会講師として招く場合を
含む)

ＦＤに関する専門家(ファカルティ・ディベロッパー)の活用状況 国立 公立 私立
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②ファカルティ・ディベロップメントへの専任教員の参加状況
　平成２３年度においてＦＤ活動に参加した専任教員の割合については以下のとおりであり、「４分の
３以上(であるが全員ではない)」と回答した大学数が最も多く２６６大学となっている。一方、「全員」
「４分の１未満」「４分の１以上」「２分の１以上」と回答した大学数はそれぞれ約９０～１２０大学となっ
ている。
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２分の１以上(５０％～７４％)

４分の１以上(２５％～４９％)

４分の１未満(２４％未満)

把握していない

大学全体の専任教員のＦＤ参加率別大学数 国立 公立 私立
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＜学生による授業評価の実施状況＞

学生による授業評価の実施状況
　平成２３年度現在、全ての学部もしくは全ての研究科で学生による授業評価を実施したとする大学
は、国立７７大学（約９０％）、公立７９大学（９８％）、私立５５２大学（約９３％）、国公私立全体で７０８
大学（約９３％）となっている。
 (平成２１年度までの大学数は「全学として授業評価を実施した大学数」であり、参考値である。)
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学生による授業評価における評価項目 国立 公立 私立
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②学生による授業評価結果の取扱い等
　平成２３年度における学生による授業評価の結果の取扱い状況は以下のとおりであり、「評価結果
を学内の教員及び学生のみに開示」している大学数は２８７大学となっている。これと「評価結果を学
内の教員のみに開示」「評価結果を教員本人のみに開示」とする大学数を合わせると５５３大学とな
り、授業評価の結果を学内のみで活用している大学数は約７割となっている。
　その一方、「評価結果やその分析結果を学内外に公表」していると回答している大学数も１５０大学
となっている。
　また、平成２３年度における学生による授業評価の特徴的な取組としては、「授業アンケートの結
果を組織的に検討し、授業内容等に反映する機会を設けている」との回答が３６８大学と一番多く、
次いで８９大学が「大学の授業に関し、学生自治会からの意見を聞く機会を設けている」、８５大学が
「ファカルティ・ディベロップメント活動に学生が参加している」と回答している。
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いる
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授業評価に関する特徴的な取組 国立 公立 私立
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